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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１２月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２７年６月６日 １３時２５分ごろ（現地時刻 ２０１５年６月

６日 １２時２５分ごろ） 

発生場所 シンガポール共和国シンガポール港のEASTERN BUOY 

 Changi灯台から真方位２８９°４.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯０１°１７.８′ 東経１０４°０５.９′） 

事故の概要  ばら積貨物船SHIN
シ ン

 HEIRYU
ヘ イ リュ ウ

は、航行中、灯浮標に衝突した。 

 SHIN HEIRYUは、左舷船尾部外板に擦過傷等を生じ、また、灯浮標

は、標体部分の凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年６月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 SHIN HEIRYUの実質的利害関係国に対し、意見照会を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ばら積貨物船 SHIN HEIRYU、１０２,２０７トン 

 １４１３７０（船舶番号）、９２７１６０２（ＩＭＯ番号）、日本郵

船株式会社、NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD（シンガポール共和国、

船舶管理会社） 

 ２９９.９５ｍ×５０.００ｍ×２４.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１６,０２０kＷ、平成１５年４月４日 

 乗組員等に関する情報 船長（フィリピン共和国籍） 男性 ５８歳 

 締約国資格受有者承認証 船長（日本国発給） 

  交付年月日 ２０１５年３月２７日 

        （２０２０年３月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船尾部外板に擦過傷等 

灯浮標 標体部分に凹損、アンカーチェーンに切損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長ほか２１人（全員フィリピン共和国籍）が乗り組み、

船長が操船指揮を行い、二等航海士（以下「航海士Ａ」という。）及

び見習い航海士を見張りに、甲板手を操舵にそれぞれ当たらせ、水先
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人を乗船させてから給油予定場所であるシンガポール港の東錨地へ向

かうこととし、機関を微速力前進として約４ノット（kn）の対地速力

で西北西進していた。 

 船長は、２０１５年６月６日１２時０４分ごろ（現地時刻、以下同

じ。）右舷船首方約１.３ＭにEASTERN BUOY（以下「東灯浮標」とい

う。）を見る状況となった頃、航海士Ａが左舷船首方に本船へ向かっ

て来る水先船を認め、水先人の乗船予定場所（北緯０１°１７.６５′

東経１０４°０６.４０′、以下「Ａ地点」という。）に向けるため、

針路を３１０°（真方位、以下同じ。）に指示した。 

 船長は、１２時１１分ごろ、本船が、Ａ地点の南東方に位置してお

り、約３１０°に向首していたものの、対地針路が約３００°であった

ので、左舷方に圧流されていることを認め、右舵一杯を指示した。 

 船長は、船首方位が変化するものの、Ａ地点に近づくことができ

ず、さらに、Ａ地点を通過したので、反転してＡ地点に戻ることと

し、針路を０００°、０１０°及び０３０°と順次指示する一方で機

関の停止及び極微速力前進を適宜繰り返して指示した。 

 船長は、１２時２０分ごろ東灯浮標が左舷船首３ポイント（３３.

７５°）３ケーブル（約５６０ｍ）である旨の、また、１２時２２分

ごろ東灯浮標が左舷正横１.５ケーブル（約２８０ｍ）である旨の報

告をいずれも航海士Ａから受け、右舵一杯、左舵一杯、舵中央、右舵

１０°及び右舵２０°を続けて指示した。 

 本船は、１２時２５分ごろ、船首方位が約０３５°になった頃、左

舷船尾部が東灯浮標に衝突した。 

 本船は、水先人がＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）を使

用して本事故の発生を船舶交通情報サービス（ＶＴＩＳ）に通報した

ところ、ＶＴＩＳから錨泊予定場所に向かうように指示され、その

後、錨泊中に損傷状況の確認が行われ、６月７日出航した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大）、付表１ ＶＤＲ

記録の位置等の情報（抜粋）、写真１ ＶＤＲ記録のレーダー画像 

参照） 

 その他の事項  本船は、空倉であり、シンガポール港入港時の喫水が船首約８.６１

ｍ、船尾約８.６８ｍであった。 

 船長は、１２時２０分ごろ、本船に向かって航行して来る水先船を

船尾方に認め、水先人から数分後に本船の右舷側から乗船する旨の連

絡をＶＨＦで受け、対地速力を２～３kn程度に保持するように操船し

ていた。 

 水先人は、１２時２２分ごろ右舷側の舷梯から乗船し、２６分ごろ

船橋に着いた。 

 船長は、付近に南西流があることを承知していたが、東灯浮標付近

に非常に強い潮流がある旨を昇橋した水先人から本事故発生直後に聞
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いた。 

 本船のレーダー情報（船首方位、対水速力、対地針路及び対地速

力）から、１２時０４分ごろには約２１０°方向に約０.５knの、１

２時１０分ごろには約２２５°方向に約１.０knの、１２時２０分ご

ろには約２８０°方向に約２.０knの、及び１２時２２分ごろには約

２９５°方向に約２.５knの風潮流が推算された。 

 本船船舶管理会社のＳＭＳ（安全管理システム）の手順書によれ

ば、シンガポール海峡通航前に船橋チームミーティングを実施し、潮

流の状況等について協議することとなっているものの、本船では船橋

チームミーティングを実施していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、シンガポール港において、風力２の東風及び南西～北西方

の潮流がある状況下、Ａ地点へ向けることとして右転する際、船長

が、Ａ地点付近の潮流の状況を知らなかったことから、潮流の影響を

考慮した操船ができずに航行し、東灯浮標に衝突したものと考えられ

る。 

 船長は、本船が圧流されていることを認めた際に右舵一杯としたも

のの、水先人を乗船させる必要があり、約３knの対水速力で航行して

いたことから、東灯浮標に向けて圧流されたものと考えられる。 

 船長は、シンガポール海峡通航前に船橋チームミーティングを実施

していれば、Ａ地点付近の潮流の状況を把握できた可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、シンガポール港において、風力２の東風及び南

西～北西方の潮流がある状況下、Ａ地点へ向けることとして右転する

際、船長が、Ａ地点付近の潮流の状況を知らなかったため、潮流の影

響を考慮した操船ができずに航行し、東灯浮標に衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、風潮流の影響を受けるおそれがある場合、対地針路に留

意すること。 

 ・ＳＭＳの手順書を遵守すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航跡に表示された時刻は、日本標準時であり、現地時刻とは１時間の時差がある。 

 なお、航跡は、１３時００分～１３時２７分まで（現地時刻１２時００分～１２時２７分まで）を表示した。 

シンガポール共和国 
● 

事故発生場所 

本船 

Changi灯台 

東灯浮標 

シンガポール港 

（２０１５年６月６日 
 １２時２５分ごろ発生） 

Ａ地点 
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付図２ 航行経路図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航跡に表示された時刻は、日本標準時であり、現地時刻とは１時間の時差がある。 

 なお、航跡は、１３時００分～１３時２７分まで（現地時刻１２時００分～１２時２７分まで）を表示した。 

 

東灯浮標 

Ａ地点 
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付表１ ＶＤＲ記録の位置等の情報（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※時刻は日本標準時であり、現地時刻と１時間の時差がある。 

 船位は船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 
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写真１ ＶＤＲ記録のレーダー画像 

   （１）１３時０４分ごろ                          （２）１３時１０分ごろ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （３）１３時２０分ごろ                          （４）１３時２２分ごろ 

 

 

 

 

 

 

※時刻は、日本標準時であり、現地時刻と１時間の時差がある。 

東灯浮標 

東灯浮標 

東灯浮標 

水先船 水先船 

東灯浮標 


